
 

久喜市空き家バンクの開設について（報告） 

 

令和４年１２月に久喜市空き家バンクを開設しました。久喜市空き家バンクは、空

家等の売買や賃貸を希望する所有者や相続予定者が、空家等に関する情報を登録し、

利用希望者へ紹介する制度です。 

 物件の情報は、国土交通省に採択された、アットホーム株式会社及び株式会社ＬＩ

ＦＵＬＬＨОМＥ’Ｓの２社の「全国版空き家バンク」のサイトを通じて公開します。 
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